








第１条 １．本連盟は豊橋市スポーツ少年団『豊橋中学軟式野球連盟』と称す。

２．本連盟は豊橋市内在住の中学生によって構成される。

第２条 本連盟は豊橋市スポーツ少年団本部の組織団体となり、野球競技を通じて中学生の体力・精神力

の修練と勉学意欲の向上を目指して指導を行い、健全な青少年を育成することを目的とする。

第３条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

１. 各種大会の主催・後援・協賛。

２. 講習会・指導会等の開催。

３. 豊橋少年軟式野球連盟及び中学校部活動との連携協力。

４. 野球の普及発達に関する調査・研究、その他本連盟の目的達成に必要な事項。

第４条 本連盟はスポーツ少年団(以下『単位団』という)及び学識経験を以って組織する。

本連盟は本部審判員及び単位団所属審判員をもって審判部(専門部)を置く。審判部の組織その他

必要事項は別に定める。

第５条 本連盟の事務局を豊橋市(事務局長宅)に置く。

第６条 本連盟に次の機関を置き会務を処理する。

１. 常任理事会　　２.理事会　　３.総会

第７条 １.常任理事会は正副会長、正副理事長、相談役、審判部長、会計、常任理事を以って構成する。

２. 理事会は常任理事会構成員及び理事を以って構成する。

３. 常任理事会及び理事会は必要に応じ理事長が招集する。

４. 総会は役員の他単位団１名の代議員を以って構成し、本連盟の決定機関として会長が招集する。

５. 規約の改廃は総会により決定される。

６. この規約によらないものは別途に定める申し合わせ事項による。申し合わせ事項の改廃は理事

会により決定される。

第８条 本連盟には次の役員を置く。

 １.会長１名　　　　 　　２.副会長若干名　　３.理事長１名　　　　４.副理事長若干名

 ５.事務局長１名　　 　６.事務局若干名　　７.渉外若干名　 　　８.会計若干名

 ９.会計監査若干名　１０.相談役　　　  　１１.審判部長１名　１２.審判副部長若干名

１３.監督会若干名　　１４.リーグ戦幹事若干名

第９条 役員の選出は次の通りとする

１. 会長は理事会の決議によって選出する。

２. 副会長、正副理事長、常任理事を含むその他の役員は会長の推薦により理事会がこれを承認する。

３. 相談役は会長が委嘱する。

第５章　 役　員

豊 橋 市 ス ポ ー ツ 少 年 団 本 部
豊 橋 中 学 軟 式 野 球 連 盟 規 約

第１章　 総　則

第２章　 事　業

第３章　 組　織

第４章　 機　関
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第10条 役員の会務分担は次の通りとする。

１. 正副会長は本会を代表し本会の業務を統括する。

２. 相談役は会長の諮問を受けたり相談に乗る。

３. 正副理事長は会長の任を受け会務を処理し理事会の運営の指揮に当たる。

４. 会計は理事長の命によって収支を掌る

５. 会計監査は経理を監査する。

第11条 役員の任期は２年とし再任を妨げない。

第12条 本連盟の経費は次の収入を以ってあてる。

１.運営費　　　２.補助金　　　３.その他

第13条 本連盟の会計年度は毎年９月１日より始まり翌年８月３１日までとする。

第14条 本連盟の収支予算は総会に報告し承認を受けるものとする。

　　この規約は平成２５年１２月１日から施行する。

　　この規約は平成２６年４月８日一部改正により施行する。

　　平成２６年４月８日より本改訂版を施行する。

第６章　 会　計

　　　付　則
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氏 名 住   所 電話番号 携帯電話

藤原　敏丈 　新栄町東小向54-3 34-2501 090-4080-8115

今泉　智博 　東小鷹野4-19-28 63-5347 080-3076-4853

チーム 審判 氏 名 住   所 電話番号 携帯電話

正 加藤　和広 　東細谷町字旭島194-4 21-3159 080-6902-4426

副 村田　久行 　細谷町字近見山55-5 21-2324 090-4184-5473

正 廣中　晃夫 　老津町字岩塚142 73-1366 090-7683-7221

副 渡邉　龍洋 　杉山町字向井123 23-2455 090-9183-1425

正 中岡　照博 　下条東町白石8-2 88-2567 090-2136-1789

副 堂田　泰弘 　井原町145-2 61-9223 090-4086-6552

正 澤口　泰孝 　江島町３７－２０ 　 090-4869-3917

副 山本　昌志 　弥生町字松原26-6 47-0024 090-1864-8878

正 村松　伸浩 　東幸町字大山167‐8 080-3623-0598

副 鈴木　友英 　佐藤2丁目16-7 21-3462 080-5158-3554

正 金田　芳浩 　北岩田二丁目6－26 63-7500 090-7680-3253

副 大木　敬哲 　多米町大門２１－３ 090-8324-3314

正 今泉　智博 　東小鷹野4-19-28 63-5347 080-3076-4853

副 原田　晃充 　東小鷹野4-10-31 39-6178 090-8000-8591

正 板坂　浩伸 　平川本町１丁目13-13 62-4633 090-5607-3708

副 真野　卓也 　中岩田１丁目4-13 63-8674 090-8156-0899

正 梅本　恵一 　佐藤一丁目9-1　1-908 64-9314 090-5030-5775

副 伊藤   仁郎 　中松山町12 56-2326 090-4235-9763

正 坂東　　進 　柱六番町8-2 47-3510 080-1626-2376

副 加藤　裕之 　北山町84　LM702号 37-3916 090-6362-2812

正 田中　基之 　一色上47　一色ﾊｲﾂ301 37-9315 090-7022-2548

副 鈴木　良介 　草間町東山15-5 080-6945-3259

正 山本　尚宏 　植田町森下90 25-1103 090-1728-7693

副 高柳　吉宏 　大崎町字地下62-1 25-0097

正 木戸脇　正 　花田町字西郷56-9 33-3807 080-4226-1554

副 高　　康英 　羽根井西町6-172-302 090-3302-3998

正 前畑　文雄 　城下町字恵下４０ 090-3453-6322

副 河合　伯文 　富士見台5丁目27-1 26-0205 090-1566-3667

正 永谷　省悟 　大岩町字火打坂南6－14 41-6678 090-3950-5750

副 光元　大祐 　大岩町字行田5-7 080-5314-9941

正 林　　　賢 　大村町袋小路23 52-6862 080-5296-1967

副 青山　雄治 　大村町五貫森58-1 55-6962 090-3253-9195

正 大木　俊明 　上野町上原2-5 47-3534 090-1862-1476

副 鈴木　一弘 　浜道町字櫻35-33 47-3652 090-8541-0248

正 伊藤　勝仁 　牟呂町字内田59 31-7137 090-1982-6398

副 鈴木　光顕 神野新田町字イノ割139 090-5118-3231

正 武藤　和倫 　三ツ相町234-18 32-8112 090-8189-2770

副 田中　則行 　菰口町3丁目13-2 　 090-3879-9877

正 鈴木　雅啓 　石巻小野田町下切田29 88-1389 090-7853-4594

副 片岡　嘉孝 　大岩町字久保田4-33 41-8039 090-8862-2265

豊          橋
エンジェルス

富士見高豊

二 川

北 部

本 郷

牟 呂

吉田方前芝

羽 田

章 南

青 陵

高 師 台

東 部

東 陽

東 陵

豊 岡

豊 橋 中 部

南 部

南 陽

南 稜

五 並

豊橋中学軟式野球連盟  令和７年(後期), ８年(前期) 審判員名簿

審 判 部 長

副 審 判 部 長
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氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 加藤和広 　豊橋市東細谷町字旭島194-4 080-6902-4426

○ 監　督 石田洋一 　豊橋市小松原町字中島5-1 090-5450-7386

コーチ 花井明人

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 渡辺　龍洋 　杉山町字向井123 090-9183-1425

○ 監　督 鈴木　貴也 　老津町東中尾14-2 090-2947-6509

コーチ 廣中　晃夫

コーチ 鈴木  利充

コーチ 近藤　尚数

コーチ 早坂 　 潤

コーチ 旭　  昭光

コーチ

コーチ

コーチ

章南軟式野球クラブ

豊橋中学軟式野球連盟  令和7年(後期),8年(前期) 指導者名簿

五並野球クラブ

責任者

責任者
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氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 石井　伸治 　仁連木町53 61-9217 090-3441-7253

○ 監　督 榊原　信彦 　東田町34 62-9105 090-3425-3081

コーチ 堂田　泰弘

コーチ 荒井　翔倖

コーチ 北河　秀人

コーチ 佐藤　隆光

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 澤口 泰孝 豊橋市江島町37-20 090-4869-3917

○ 監　督 宮路 滝男 豊橋市大岩町字南町裏12-36 48-7011 090-3453-2911

〇 コーチ 山本 昌志

コーチ 北添 和正

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

高師台クラブ

責任者

豊橋中学軟式野球連盟  令和7年(後期),8年(前期) 指導者名簿

青陵クラブ

責任者
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氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 二橋　利之 岩屋町岩屋下７０－１０ 66‐1284 090-8471-0818

○ 監　督 木下　政幸 佐藤3丁目18-21 66-1686 090-8868-7399

コーチ 村松　伸浩

コーチ 神谷　裕昌

コーチ 鈴木　友英

コーチ 菰田　茂雄

コーチ 木下　翔春

コーチ 神谷　夏陽

コーチ

コーチ

氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 大木　敬哲 多米町大門２１－３ 090-8324-3314

○ 監　督 豊田　秀樹 多米西町3-18-4 61-8715 090-5103-5405

コーチ 金田　芳浩

コーチ 美坂　優

コーチ 田辺　萌渚

コーチ 田辺　陽瞳

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

豊橋中学軟式野球連盟  令和7年(後期),8年(前期) 指導者名簿

東部クラブ

責任者

東陽野球クラブ

責任者
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氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 加藤　直樹 豊橋市東小鷹野1-21-15 61-4657 090-4191-3694

○ 監　督 藤井　昌孝 豊橋市忠興2-15-23 61-3538 090-4118-1585

コーチ 渡部　年彦

コーチ 今泉　智博

コーチ 原田　晃充

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 板坂　浩伸 　平川本町１丁目13-13 62-4633 090-5607-3708

○ 監　督 伊本　和司 　平川本町1丁目16-11 63-9632 090-8078-8432

コーチ 瀬野尾佳宣

コーチ 松坂　龍志

コーチ 真野　卓也

コーチ 山崎　剛司

コーチ 川井　芳平

コーチ 林　　 達彦

コーチ 鈴木　章五

東陵クラブ

責任者

豊岡クラブ

責任者

豊橋中学軟式野球連盟  令和7年(後期),8年(前期) 指導者名簿
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氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 河合和貴 瓦町136-1 61-7883 090-3836-7883

○ 監　督 深田延広 つつじが丘二丁目21-6 63-7473 090-4235-9763

コーチ 伊藤仁郎

コーチ 梅本恵一

コーチ 根木　貫汰

コーチ 白井俊秀

コーチ 中西　　蔵

コーチ 岡本展弘

コーチ

コーチ

氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 坂東　　進 柱六番町8-2 47-3510 080-1626-2376

○ 監　督 田中　慎二 北山町町90-5 47-6771 090-9912-2952

コーチ 小林　勝良

コーチ 萩原　健太朗

コーチ 加藤　裕之

コーチ 土屋　　　真

コーチ 鈴木　風我

コーチ 榊原　浩幸

コーチ 芳賀　康亨

コーチ

南部野球クラブ

責任者

豊橋中学軟式野球連盟  令和7年(後期),8年(前期) 指導者名簿

豊橋中部

責任者
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氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 辻村　勝行 豊橋市王ヶ崎町字宮脇２１－２ 0532-47-7318 090-4264-2912

○ 監　督 池田　卓也 豊橋市王ヶ崎町字宮脇14-3 0532-48-0537 090-1090-7870

コーチ 水谷　真巳

コーチ 田中　基之

コーチ 鈴木　良介

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 山本尚宏 植田町字森下90 25-1103 090-1728-7693

○ 監　督 河合伸悦 植田町字稲葉16-1 25-3953 090-8498-5280

コーチ 山田悟史

コーチ 高柳吉宏

コーチ 中村敏明

コーチ 十万貴先

コーチ 加藤幸弘

コーチ 高橋伸育

コーチ 勝  保博

コーチ

豊橋中学軟式野球連盟  令和7年(後期),8年(前期) 指導者名簿

南稜クラブ

責任者

南陽野球クラブ

責任者
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氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 木村浩明 豊橋市羽根井西町4-8 33-8576 090-1550-7833

○ 監　督 宮野成且 豊橋市東小田原町63豊橋ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ1201 74-3097 090-7303-5266

コーチ 加藤一也

コーチ 内田克哉

コーチ 山村拓朗

コーチ 夏目良徳

コーチ 福田宣正

コーチ 牧野智樹

コーチ 池田真也

コーチ

氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 中田新二 豊橋市富士見台６－３－３４ 25-7920 080-3650-9896

○ 監　督 〃 　　　　　　　　〃 〃 〃

コーチ 石田　晴夫

コーチ 渡辺　達

コーチ 前畑　文雄

コーチ 二村　信弘

コーチ 河合　伯文

コーチ 山口　直哉

コーチ 有馬　恒平

コーチ

羽田ベースボールクラブ

責任者

富士見高豊クラブ

責任者

豊橋中学軟式野球連盟  令和7年(後期),8年(前期) 指導者名簿
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氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 河合　成始 豊橋市二川町字中町１２５－１ 43-1404 080-5160-9623

○ 監　督 河合　成始 豊橋市二川町字中町１２５－１ 43-1404 080-5160-9623

コーチ 永谷　省吾

コーチ 村田　真一

コーチ 佐藤健太郎

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 林　　　　賢 大村町袋小路２３ 52-6862 080-5296-1967

○ 監　督 中村　浩二 下地町橋口96-1 52-3188 090-3152-3865

コーチ 石田　尚久

コーチ 青山　雄治

コーチ 山口　晋弘

コーチ 井上　健太郎

コーチ 松井　　　清

コーチ 西村　公宏

コーチ

コーチ

北部クラブ

責任者

豊橋中学軟式野球連盟  令和7年(後期),8年(前期) 指導者名簿

二川野球クラブ

責任者

21



氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 古澤智幸 三本木町元三本木10-1 45-2210 090-4264-8077

○ 監　督 古澤智幸 三本木町元三本木10-1 45-2210 090-4264-8077

コーチ 浅岡正愛

コーチ 原田友誉

コーチ 大谷康夫

コーチ 大木俊明

コーチ 武藤秀雄

コーチ

コーチ

コーチ

氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 味岡　若水 豊橋市神野新田町字会所前75-1 45-5760 090-8458-4451

○ 監　督 生田　　誠 　〃　　東脇3-16-9 33-6854 090-8959-7743

コーチ 大羽　功二

コーチ 味岡　孝尚

コーチ 伊藤　勝仁

コーチ 鈴木　光顕

コーチ 夏目　和哉

コーチ 福井　洸輔

コーチ 梅川　純一

コーチ

豊橋中学軟式野球連盟  令和7年(後期),8年(前期) 指導者名簿

本郷クラブ

責任者

牟呂BBクラブ

責任者
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氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 牧野　哲也 豊橋市西浜町27-2 34-0173 090-5629-0768

○ 監　督 中島　康文 豊橋市吉前町東吉前新田30-7 32-4422 090-1090-8823

コーチ 藤原　敏丈

コーチ 田中　則行

コーチ 武藤　和倫

コーチ 田邉　昌宏

コーチ 鈴木　厚志

コーチ 藤原　豊仁

コーチ

コーチ

氏名 住所 自宅電話 携帯番号

○ 代　表 梶川　真一 豊橋市弥生町西豊和10-2 ダイヤパレス栄105 21-9108 090-8422-9514

○ 監　督 鈴木　雅啓 豊橋市石巻小野田町下切田29 88-1389 090-7853-4594

コーチ 片岡　嘉孝

コーチ 鈴木　誠一

コーチ 河合　博文

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

コーチ

責任者

吉田方・前芝クラブ

責任者

豊橋エンジェルス

豊橋中学軟式野球連盟  令和7年(後期),8年(前期) 指導者名簿
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豊橋港
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⑨球場ルールに関する事項

高師球場(7、8 球場)ルール

［7 球場］*C〜D 間のフェンス内の打球は、すべてフリーとする。

*C~ D 間、B~C 間のフェンスの設置されていない箇所(白線 ■)を通過した打球

は、エンタイトル 2 とする。

*B~C 間の打球は、フェンス( ---------------)を基準として

① 直接越えた場合は..... 本塁打

...
② 間接で越えた場合は……二塁打

* 8 球場のベンチ内に打球が入ってもフリーとする。

・ライト側の鉄塔に打球が当った場合、鉄塔の黄色ラインを基準として、

① ラインの上部に直接打球が当った場合は ........本塁打

② ラインの下部に直接または間接で当ってフェアー地域に跳ね返った打球は、フリー

③ ラインの下部に直接または間接で当ってフェンスの外に出た場合は ...........二塁打

・立ち木に直接打球が当った場合

① フェアー地域に跳ね返った打球は ..............フリー

② 当たってもフェンスを直接越えた打球は ........本塁打

③ ク 間接で " ......二塁打

・エンタイトルライン

① レフト側は、土手の上部( ......... )を基準とする。

② ライト側は、フェンスの延長ライン(白線 ")とする。

［8 球場］*A~B 間のフェンス内の打球は、すべてフリーとする。

*A~B 間、A~D 間のフェンスの設置されていない箇所(白線を通過した打球 は、エンタイトル 2 とする。

*A〜D 間の打球は、上手の上部(.............. )を基準として

① 直接越えた場合は ........本塁打

② 間接で越えた場合は ......二塁打

* 7 球場のベンチに打球が入ってもフリーとする。

・打球がライト側の松の枝に直接または間接に当った場合または途中で止った場合、エンタ イトル 2

・エンタイトルライン......レフト側、ライト側とも、(白線 ”喚”“)を基準とする。

...
［共通事項］・送球がエンタイトルラインを越えた場合……エンタイトルとする。

・エンタイトルラインの内側で打球を捕球後そのラインを越えた場合、打者アウト、走者 がいれば一

個の塁を与える。

◎上記以外の事態が発生した場合は、当日の審判責任者および担当審判員の判断により決定する。
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〇印はタバコ喫煙場所(バケツを設置)

WC

馬 場
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石巻球場(9・1〇球場)ルール

［9 球場］・打球について

• C〜E 間と E〜F 間の防球ネット内の打球はフリー。

• C〜E 間と E〜F 間の防球ネットの設置されていない箇所を通過した打球は、エンタイ

トル 2。

① 直接防球ネットを越えた場合は....... 本塁打

② 間接で " ..... 二塁打

•10 球場のベンチに打球が入ってもフリーとする。

・送球について

① 一塁側•三塁側防球ネット内の送球はフリーとする。

②一塁側および三塁側の白線(-“心-)部分および防球ネットの設置されていない箇所 の土手の

上部を通過した送球は、エンタイトル 2

［1 以求場］・打球について

• B〜C 間の打球は、フェンスを基準として

① 直接越えた場合は......本塁打

② 間接で " ......二塁打

• A〜B 間と A〜F 間の防球ネット内の打球はフリー。

• A〜B 間と A〜F 間の防球ネットの設置されていない箇所を通過した打球は、エンタイ

トル 2。

① 直接防球ネットを越えた場合は....... 本塁打

② 間接で ク ..... 二塁打

• 9 球場のベンチに打球が入ってもフリーとする。

・送球について

① 一塁側・三塁側防球ネット内の送球はフリーとする。

②一塁側および三塁側の白線(湖™)部分および防球ネットの設置されていない箇所 の土手の上部

を通過した送球は、エンタイトル 2

［両球場共通］ (白線山 )または土手上部の内側で打球を直接捕球した場合、打者アウト、捕球

後その基準を越えて出た場合、走者がいれば一個の塁を与える。

・上記の事項以外の事態が発生した場合は、当日の審判責任者および担当審判員の判断により決定する。

H25. 3.16
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〇印はタバコ喫煙場所(バケツを設置)
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・上記の事項以外の事態が発生した場合は、当日の審判責任者および担当審判員の判断により決定する

石巻球場(11・12 球場)ルール

[・球場]・打球について……すべてフリー

ただし、防球ネット・防球フェンスを

① 直接越えた場合は .....本塁打

② 間接で ク ...........二塁打

③ 12 球場のベンチに打球が入ってもフリーとする。

④ 防球ネット・防球フェンスの設置されていない箇所を通過した場合は、エンタイトル 2〇

・送球について

①一塁側および三塁側の白線(皿 mm)内に送球が入った場合は、エンタイトル 2

[12I 求場]・打球について……すべてフリー

ただし、防球ネット・防球フェンスを

① 直接越えた場合は .....本塁打

② 間接で 〃 .....二塁打

③ 11 球場のベンチに打球が入ってもフリーとする。

④ 防球ネット・防球フェンスの設置されていない箇所を通過した場合は、エンタイトル 2〇

・送球について

①一塁側および三塁側の白線("•"皿|>)内に送球が入った場合は、エンタイトル 2
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〇印はタバコ喫煙場所(バケツを設置)
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・上記の事項以外の事態が発生した場合は、当日の審判責任者および担当審判員の判断により決定する

［13 球場］*C〜D 間の打球はすべてフリーとする。

*B~C 間の打球は、金網フェンス、防球ネットを基準として

① 直接越えた場合..... 本塁打

② 間接で〃 ...... 二塁打

③ 14 球場のベンチへ打球が入ってもフリーとする。

・エンタイトルライン

ライト側は、(白線を基準とする。

U4 球場］*A~B 間の打球はすべてフリーとする。

*A〜D 間の打球は、金網フェンス、防球ネットを基準として

① 直接越えた場合..... 本塁打

② 間接で" ...... 二塁打

③ 13 球場のベンチへ打球が入ってもフリーとする。

・エンタイトルライン

ライト側は、金網フェンスから(白線 11"叶 )を基準とする。

［両球場共通］

送球がエンタイトルラインを越えた場合は……エンタイトルとする。

エンタイトルラインの内側で打球を直接捕球した場合、打者アウト。

捕球後そのラインを越えて出た場合、走者がいれば一個の塁を与える。

明海球場(13・14 球場)ルール H 8. 3.16
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〇印はタバコ喫煙場所(バケツを設置)

駐車場
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野球競技場区画線

ベース・ライン、ノヾツタース・ボックス、

--------------キヤツチャース・ボツクス、ファウル・ライン

凡 コーチス・ボックス、投手板、本塁、スリーフット・ライン

塁間の線(一塁〜二塁、二塁〜三塁)

例 ---------------芝生の線、スタンドまたは柵の線

--------------長さの寸法を示す線

長さの寸法を示す線

バッタース•ボックス、 キ

ャツチャース•ボックス
区画線

15.2c "一!投手板

2 43.2c
\ I------------- T

17.8c lm21.9c

品
・
手
日

lm〇9.2c

m はメートル

f 富［二譬の距離 3811179.5c

5m48.6c の円 i

ダートサークル <

7m92.5c の円 ックス ーJ

直径 lm52.4c < /

き/'

クスト・バッタース ボ撰/

二塁区画線 、、、、 c はセンチメートル

仲

A /

バックストップ

llm27.7c
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野球競技場区画線 (中学女子)

m はメートル

c はセンチメ ートル

ベース・ライン、バッタース・ボックス、

--------------キヤツチャース・ボックス、ファウル・ライン

凡 コーチス・ボックス、投手板、本塁、スリーフット•ライン

--------------塁間の線(一塁〜二塁、二塁〜三塁)

例 ---------------芝生の線、スタンドまたは柵の線

--------------長さの寸法を示す線

--------------長さの寸法を示す線

バッタース・ボックス' 区画続
キャッチャース・ボックス」日林

lm〇9.2c

,/二塁区画線

バックストップ
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ストライクゾーン

(用語の定義 7 4 参照)

ストライクゾーン

打者の肩の上部とユニフォームのズボンの上部との中間点に引いた水平の ラインを上限とし、

膝頭の下部のラインを下限とする本塁上の空間をいう。

このストライクゾーンは、打者が投球を打っための姿勢で決定されるべき である。

【注】打っための姿勢とは、まさに打者が踏み出して打とうとするときの姿勢をいう。

投球を待つ打者が、いつもと異なった打撃姿勢をとってストライクゾーンを小さ く見せるためにかがんだりし

ても、球審は、これを無視してその打者が投球を打つ ための姿勢に従って、ストライクゾーンを決定する。
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投球姿勢
(規則 8.01a 注 1、b 注参照)

ワインドアップポジション

セットホンンヨン

良
い
例
(
軸
足
は
右
)
悪
い
例
(
軸
足
は
右
)

軸足が投手板 か

ら離れてい るか

ら、いけ ない

軸足は、投手板 に

触れて置かな けれ

ばならない

左右

に触れている カヾ、

投球に際し て投手

板から離 れるカ、

ら、止しく ない

最初軸足は投手 板 自 rl !な足全体

が投手板の前 縁

より前方に ある

から、し くない

良
い
例
(
軸
足
は
"

)

•
悪
い
例
(
軸
足
は
り

軸足が投手板 か

ら離れてい るし、

|'1 由な足 も投

手板の前 万にな

いから、 いけな

い

左

軸足は投手板(：に

任しく糧いて いる

が、自由な足 が投

手板の前縁 より後

方にある から、い

けない

右右
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